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合成洗浄剤の大9消費に伴って，上下水道における水質汚濁および洗剤使用による人体への影響につ

いて論議され，後者については洗剤の目的から特に逸脱しなければ支障はないという一応の結論が出

されたが，水質汚濁に関してはなお多くの問題をかかえている．いわゆるハード型洗剤（ABS）をソ

フト型洗剤（LAS）に切り換えて廃水処理効果をあげているが，それらの経緯を概説しよう．

1．はじめに

　わが国合成洗剤工業は，原料の自給および原料，製品

の量産体制の確立をみて，合成洗剤のすぐれた商品性と

あいまって過去数年間急速な成長を示してきた．この間

セッケンとの代替も急速に進み，現在においては，合成

洗剤は国民生活にとって不可欠のものとなっている．

　しかしながら合成洗剤中現在その大半を占める分岐鎖

型アルキルベンゼンスルホン酸塩（以下ABS洗剤とい

う）を原料とした合成洗剤の大量消費に伴って過去2～

3年新たな問題が提起されるに至っている．

　その第一は上下水道における合成洗剤による水質汚濁

の問題であり，その第二は合成洗剤使用による人体への

影響の問題である．このうち第二の問題に関しては，す

でに，昭和37年11月14日食品衛生調査会から厚生大臣に

対し「中性洗剤を野菜果物類，食器などの洗浄に使用す

ることは，洗浄の目的からはなはだしく逸脱しない限り

人の健康をそこなうおそれがない」旨の答申がなされて

いるので，一応の結果を得たものとしてここでは触れな

いこととする．残された第一の問題についても種々検討

すべき点が残っている，これについて以下に概説しよう．

2．合成洗剤についての各国の事情

　（1）　英国の場合

　Magden下水処理における発泡（1950年）を契機に

1953年政府の要請で合成洗剤委員会が設立され，毎年

年次報告書が提出された．その結果，直鎖型アルキルベ

ンゼンスルホン酸塩系洗剤（以下LAS洗剤という）へ

の転換が必要との勧告が行なわれ，英国では1963年全

合成洗剤の約70％がLAS洗剤となり，1965年には，

ほとんど全部転換したと報ぜられている．

　（2）西ドイツの場合

　1954年ごろより石油系洗剤が発達し，1958年には全

国的に普及したが，1959年夏干天がつづき，下水中の

ABSの濃度が増加した．このため河川下水処理場での

多くのトラブルのため，当時の原子力水利省および連邦

水理庁の提案で“洗剤と水”委員会が発足，調査検討の

・東京大学生産技術研究所第4部

結果，1961年「洗剤中の界面活性剤に関する法律」が議

決され，1962年12月1日「洗剤中のアニオン界面活性

剤に関する政令」を公布した．

　同法令は，アニオン系合成洗剤の分解性は最小限80％

と定め，それ以外のものは，1964年10月1日以降，国

内での使用・販売を禁止している，

　（3）　アメリカの場合

　1953年，Ohio川で発泡がみられたのを契機に洗剤委

員会が発足，原因追求を行なったが結論は得られなかっ

た．また，家庭密集地帯でのABS系洗剤による地下汚

染が問題視されるようになり，1961年に飲料水の水質基

準（ABS含有量0．5ppm以下）が定められた，

　現在米国では，ドイツにおける立法化が刺激となって

二，三の州では州法によって規制を行なっているところ

もあるが，洗剤工業会は自発的に1965年6月30日を最

後にLAS洗剤への転換を終了した．

　このLASの開発には約5年の歳月と150　millionド

ルの巨費が投じられ，生分解性，洗剤原料としての適格

性，製造装置などを検討の結果，1965年からこれを使用

した洗剤を市販したものである．

　市場価格については，現在では若干割高になっている

が，生産性の向上，組成の変更で多少吸収できると大部

分のメーカーではみている，

　全米石けん・洗剤協会（S，D．　A）では，1965年5月

に数種類のパンフレットを関係業界，学校，一般消費者

に向け配布し「われわれは水汚染問題を自発的に解決す

るために非常な努力をしてきた結果，なんら洗剤性能を

そこなうことなく同問題を解決できるLAS洗剤への完

全なる転換を6月30日までに終わる．LASの生分解性

は，河川水，湖水，下水中の通常の汚物と同様である．

長い年月にわたって人体毒性に関する研究を行なってき

たが，現在までに得られた結果では，このものは洗剤とし

て使用する限り無毒である」との意見を発表している，

　（4）　日本の場合

　数年前よりABS洗剤による公害問題は，多摩川および

下水処理場の発泡問題および入体に対する毒性問題が契

機としてにわかにジャー一ナリスティックに取上げられた．

　政府では問題を重視し，1962年～63年にわたり科学
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表1　Luton地区実地試験結果の総括

　　　毎週3回の分析の平均値

年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日間における合成

市場辮放流垂ｯる除去率％讃翻蒙隷 放流点より16マイル下流の川において
合成洗剤量　ポンド1日

1958－4月

　　　5

　　　6

　　　7

　　　8

　　　9
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　　12
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　　　n
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σ 由　｝　　◎

10 33：67 71．1

11 90％ 48：52 4669 1145
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1960－1 35：65

2 31：69 4137 931

3 30：70

4 78

5

6 27：73

＊PTはABS型，　JNはLAS型のものである．

技術庁，厚生省を中心に実態調査を行なった．この調査

結果によれば「洗剤として使用する限り人体に対する毒

性は認められない。また公害問題は現段階では，下水処

理効率に大きく影響する濃度ではない．しかし近い将来

大いに障害となることも予想されるので，今後の増加に

ともないABS洗剤をLAS洗剤に切り換えることによ

り現状程度以上にトラブルを起こさぬようにするのが日

本に合った対策であろう」とのことである．現在の実情

は下水処理場へ入る水のうちABS濃度はその限度にと

きどき達することがあるといわれている．

　一方，玉川浄水場では，現在活性炭によってABSの

吸着除去を行なっているが，費用の点，また作業の煩雑

性の点から1日も早くLAS洗剤化への切り換えを望み

全国の下水処理場も同じ要望をしている．

　また地下水汚染についても，団地周辺の井戸水につい

て調査が行なわれ問題視されている．このように広範囲

な調査と対策が真剣に考えられる一方，洗剤メーカー側

でも着々とLAS洗剤への移行のための研究を進めてお

り，いくつかの製品が市販されるにいたっている．

　（5）ABSをLASにした後の公害防止状況
　　（5）－1英国における状況

　ABS洗剤をDobane　JNを原料とする新型のLAS洗

剤に転換が行なわれた．そののちの英国のLuton地区

における調査の結果では，実際の転換率は徐々にしか変

わらず，1958年12月が58％，1959年11月が90％

であったにもかかわらず，表1に示すように洗剤の除去

には著しい改善が示された．Lutonの下流地区で1日に

放流される水中の合成洗剤の量は，1958年4月には，

318ポンド／日であったものが，1959年9．月には134ポ

ンド／日に減少し，放流点における川の泡の量も減少した

ことが認められた．

　　（5）－2西ドイツにおける状況

　表2で明らかなように，ABS洗剤の禁止された1964

年10月1日以降，下水処理場からの放流水中の合成洗剤

濃度は，法令発布前の1／4～1／5に下がった．

　　（5）－3アメリカにおける状況

　次の4個所でLASの活性汚泥法による実地分解試験

が行なわれた．

　①オハイオ州コロンブス市Br。okside団地

　②バー一一ジニア州ウッドブリッジ市Mobile　Home

　　　Park団地

　③バージニア州マナサス空軍基地（レーダー基地）
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表2　生物化学的下水処理場よりの放流水中の洗剤
　　　濃度　　　　　　　　　　　　　（単位mg／1）

下水処理場名 1955年前1　1962－・964・965

Selm
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Lttdmghausen

Marl－Ost
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Pichsmtthieubach

Socst

Liolzwickede

Lohner　Kiel

Brandpolz

　　平　均

存がた場つ理か〃処な水し下在

100

80

　60嗣

等

日　40

20

0

●

　△

W

0　　　　20　　　　4 60　　　80　　　10（

　　　　　　％BOD
Oケトルモーレイン学校　●Mobile　Home　park団地

△Brookside団地　　　　ロ空軍基地

　　図1　BOD．　LAS除去比

　④　ウィスコンシン州プリマウス市ケトルモーレイ

　　　ン学校

　LASは試験の際高い生分解性を示すのみならず，実地

においても汚水中の他の水溶性有機物と同様に容易に汚

水処理施設で除かれるものでなければならない．BOD＊

対LAS除去比が1：1であることをLASが可処理性

であるというが，上記4個所の実地試験で集められたデ

ーターを要約して図1にその可処理性を示す．

　全米総人口の36％，約6，800万人は下水溝を持たず

ほかの廃水処理方法を用いている．このために，下水浄

化槽システム中でのLASの挙動を決める必要を感じた

ので，新しいラジオァイソトープトレーサー技術を用い

て行なったカリフォルニア大学の実験をSDAが後援し

た．その結果，下水浄化槽それ自身では，LASまたは

ABSはほとんど除去されない，その理由はどちらの物

質もまったく水に溶けており，下水浄化槽は単なる沈殿

＊BOD（生化学的酸素要求量）
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槽の役割しか果たさないからである，下水浄化槽／土管排

水の組合せ系では，高度のLAS分解および除去が観察

された．このことは，主として土管の周囲のバクテリア

群の働きに帰することができる．

　またこの研究計画には二つの酸化池方式も盛り込んで

ある．第一の池は30日間汚水を保留するもので，この

池でのLASの除去量はABSの2倍以上である．もう

一つの池では，汚水保留時間は3日より少し多いだけだ

が，LASの半分以上が除去された．この量はABSの3

倍以上である．

3．合成洗剤の公害問題についてのわが国の事情

　（1）毒性問題

　既述のように一応の結論がでているので，ここでは省

略する．

図2
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飲用水の汚染問題に関する諸調査

　　わが国の代表的河川に関する合成洗剤による汚染

　　状況の調査

　日本は降水量が多く（図2），かつ，川の長さが短く，

（図3），こう配が急（図4）であるため，比流量（単位流

域面積当たりの豊水期流量）（図5）が諸外国より非常に

大である．さらに人口1人当たりの洗剤使用量も少ない

ので，豊水期においては，一気に大量の水が海へ流れ去

るためにABSによる河川水の汚染とか流水中でのABS

の自然浄化ということは問題とするに足らないと思われ

る．

　　（2）－2　水道原水および井戸水について

　昭和40年7月科学技術庁より公表された中性洗剤特別

研究報告（総論）

　水道原水においては，玉川浄水場調布取水口の原水汚

染は，昭和36年末頃より問題視されてきたが，昭和37
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年，38年頃までは，他地区には考慮す

るほどのABS汚染は認められなかっ

た．ところが今後全国的に各大都市の

河川のABS汚染は相当急激に増大す

るものと思われるので，当然水道原水

の全国的なABS汚染の検討が必要と

考えられる，

　井戸水については調査対象442件中

0，5ppm以上検出例は7例で，かつ大

腸菌群陽性であり，それらの井戸の構

造，環境などの不良が起因となってい

た．しかしながら今後ABS検出井戸

の増加することは当然予測されるもの

と思われる．

　上述の結論の措置，対策としては，

　水道法に基づく水質基準改定の諮問

に対して，日本水道協会衛生常設調査

委員会では，陰イオン活性剤（ABS）

として「0．5ppm以下」の答申を提出

し（注：41年5月水道法に基づく水質

基準に関する省令でこの答申の趣旨は

生かされている），さらに水道原水の指

導基準設定の諮問にも，この程度の値

が予測されている．現在玉川浄水場で

は活性炭をABS濃度の10倍量投与を

行なっているが，渇水期のABS上昇

期には，0，5ppm以下に保つことがで

きず，長沢浄水場の処理水で希釈して

給水している．しかし活性炭処理は，

玉川浄水場以外の施設では，機構上行

なえない，また活性炭による処理経費

の増大で水道事業体のゆきづまりも考

えられるので，つぎの2点すなわち，

①水質汚濁防止規制の強化，②流水中

で生物学的に容易に分解する洗剤の開

発が必要である．井戸水については，

不良井戸の構造，環境の適正化などの

指導の強化をはかる必要がある．

　（表3の結果から）渇水期において

は，昭和40年度においてすでに水道原

水を取水する多摩川，武庫川，新湊川，

那珂川などにおいてABS濃度は水質

基準以上になり，昭和50年度において

はさらに江戸川，利根川，淀川なども

水質基準を越えるものと予想される．

調査を行なわない河川でも，水道水を

取水する所より上流に新たに住宅団地

が多く造られる場合，汚染の問題が必

然的に起こるものと考えられる．

25



74　　20巻・2号（1968．2）

　（3）下水の問題

　わが国の都市下水の現状についての清浦雷作氏（公害

への挑戦）の調査結果を示すと次のようになる．

　都市下水が家庭から出て最終的に海に入るまでの経路

は，

　①　下水道の本管が敷設されている地区では，台所の

排水も水洗便所の汚水も家庭の下水管から下水本管に入

る．このほか，雨水も道路の端のところどころにある排

水口から下水本管に流れこむ．下水本管は下水処理場へ

つづいており，浄化処理を受け，浄化された水は近くの

大きな河に流され，海へ入る．

　②　下水本管の敷設されていない地区では，台所の水

は道路の下水溝に流れこみ，ドブ川からやがて大きな河

に合流して海に流れこむ．

　③下水本管の敷設していないところでも水洗便所に

している家がある．これは自家用の簡易浄化槽を備えて

浄化して下水溝に流し，台所の排水と一緒にドブ川から

海へという経路をとる．

　水質汚濁の原因は，これらの排水経路の各所にころが

っている．

　たとえば，下水管が敷設されていても，その受入れ能

力が小さいため，雨水などが大量に流れこむ時期には下

水管で受入れきれなくなる．受入れきれない下水が逆流

でもしたら一大事になるので，下水本管にはところどこ

ろ溢れる下水の抜け道がつくってある．この抜け道が近

くの川へ通じているので，雨期などにドブ川にし尿入り

の下水が流れ込むのをよく見かけるわけである．下水管

が敷設されていなくて，都市下水が下水溝→ドブ川と

いう経路をとる場合が水質汚濁を招く大きな原因で，主

として発酵性有機物による汚濁がおこるほか，これが上

水道の水源を汚染すると伝染病発生の原因となる．

　　（3）－1　本邦下水処理の現況と将来の計画

　下水処理に関し厚生白書は次のように述べている．

　「下水道終末処理施設の整備状況は，昭和39年度末で

全国民の12％をカバーするにすぎない現状であり，隅

田川，多摩川，淀川など水質汚濁が顕著に進んでいる河

川の浄化のための基本的対策としても，し尿処理の抜本

的対策として，下水道終末処理施設の建設を下水管渠の

建設と並行して進める必要が痛感される」

　そして将来の計画についてみると，昭和38年12月に立

法化した生活環境施設整備緊急措置法による整備5力年

計画案は表3のごとくである．

　　（3）－2　わが国主要都市の下水道状況

　東京都の下水道普及状況と他の都市との比較を図6に

示す．

　マクロ的に見て，本邦六大都市における水道水1人1

日当たり供給量の平均は362　1で，昭和40年の人口1

人当たり1日純ABS消費量は，昭和40年では1．　79，
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　　　表3　生活環境施設整備5か年計画

（1）事業の目標　　　　　　　　　　　　（単位：千人）

国翻標人・1罫講吝末 緊急5か年間
の計画人口

鍵離黎・5，… 7，　OOO 18，000

（2）事業の量

　　　　　　　　計画人口
　　　　　　　　（千人）
一蓬鑛灘墾　18・…

処理能力
（千人分） 陪額鮒
18，000 1，100

（3）39年度下水道終末処理施設，し尿処理施設および清

　　掃施設整備事業の投資額と事業効果

隣1講鷹鮮（畿）／轟羨甑）
颪魏嚢末11・sl17・47sl　2・・55516，・71・［2・・33・

　　0％　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　70　　　80

大阪pmwtgssSEtw

名古屋一
横浜圏
東京國
京都園
神戸1画

東京は38年度末

その他は37年度末

外国都市（36年度末）

　　　　　　　　　　　　シ　モ　ニ　香
　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　ユ
資料：1964年都下水道局　　　　　　ガ　ス　　i

　　下水道概要　　　　　　　　ボ　　ク　ヨ

　　　　　　　　　　　　1　　　　　1
　　　　　　　　　　　　ル　　ワ　ク　港

　　　　図6　主要都市下水道普及率
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昭和50年では3．2gである．昭和50年においては，雨

天以外の日では下水中のABS濃度は現在のすう勢から

すれば40年度で平均4．7PPm，50年度で平均8．8PPm

となる見込みである．

　都市における合成洗剤の消費量は，全国の平均値より

大であるから，将来下水処理場の操作がABSにより重

大なる障害を受ける可能性はあると考えられる．

　　（3）－3　東京都内の河川の汚染状況

　都内の河川は，下水道の不備，工場排水のよごれたま

まの流入，および汚物の処理方法の不適切などが災いし

て，ひどくよごれている．それは，美観上好ましくない

ばかりでなく，悪臭を放ってわれわれの生活を不愉快に

する．さらに渇水期には汚染度が増加するため，農業，

水産業および上水道の取水源にも大きな被害を与えるに

いたる．
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　たとえば，昭和33年の異常渇水時に，隅田川の浅草

方面を中心として，腐敗による悪臭がたちこめるという

事態が起こったのをはじめ，従来，比較的汚染度の少な

い川とされていた江戸川で，本州製紙江戸川工場の排水

のため，下流の漁業が損害を受け，工場側と漁民側との

争いが社会問題化した事件は記憶にあらたな事である，

　水質汚染の現状を河川別にみると，以下のとおりであ

る．

　まず多摩川水系についてみると，年間約150万トンの

上水を取水しているが，年ごとに汚染の度を加え，特に

上流地帯の住宅化による中性洗剤の排水の流入は，浄水

場の機能を著しく阻害し，調布取入口から取水した上水

は他の浄水場の水と混ぜあわせなければ使用できない状

態である．また調布えん堤下流は大田区，川崎市内の工

場排水，家庭廃水の流入により水質の汚染は特にはなは

だしい．

　また，荒川水系についてみると，都の中心部を流れる

隅田川は，戦後一時期には白魚もとれるほどきれいにな

ったこともあるが，最近では汚染は激しくなる一方で，

夏になると，水面はドス黒く，悪臭が鼻をつき，付近一

帯の民家や工場の金属製品は腐食するといった現状であ

る，

　隅田川の汚染原因の大半は，新河岸川，神田川，石神

井川などの汚染水の流入によるものとみられる．このう

ち，新河岸川は，その沿岸にある約700の工場の排水が

未処理のまま放流されているのが汚染の大きな原因とな

っており，これに対し，神田川の汚染原因はじんかい積

換場から落ちるじんかいによる汚染が目だち，また石神

井川では一般家庭廃水が水質汚染の大きな原因となって

いる．

　さらにそのほかの中小河川についてみると，目黒川，

立会川，呑川などいずれも家庭廃水による汚染がひどく

事実上，下水路と化しているといっても過言ではない．

　昭和37年4月より40年2月までの東京都内を貫流す

る各河川中のCODとABSとの測定値の平均値を表4

に示す．なおABSの濃度を2，2倍して，　ABSのみか

らのCODを計算すると，全有機物中のABSの割合は

米国の場合の5～10％よりやや高く，13％となる．多

表4　河川別CODとABSの測定値
1・・Dppm　l（ABS　ppmCOD換算）ABS（器呂換算）

篠崎水門（江戸川）

高砂橋（中川）

西新井橋
　　（荒川放水路）
中根橋（石神井川）

高戸橋（神田川）

永福橋（神田川）

太鼓橋（目黒川）

矢川橋（矢沢川）

　総平均

3．26

12．0

17。3

30．7

29．8

23．6

29．4

16．3

21．35

0．22（0．48）

0．24（0．53）

0．54（1．19）

2．72（6．0）

2．5　（5．5）

2．15（4．7）

2，94（6．5）

2．73（6。0）

1．76（3．85）

0．15

0．　044

0．07

0．19

0．18

0．20

0．22

0．36

0．13
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分バキュームカーでし尿が取り去られることが影響され

ているものと考えられる．しかし，いずれにしても河川

の汚濁にABSが影響している量は，特別な例を除き全

有機物の量の10％から20％程度である．

　　（5）－4　下水処理場におけるABSの障害問題

　科学技術庁が国立公衆衛生院および東京都，横浜市，

名古屋市，京都市，大阪市，神戸市，岐阜市，豊橋市，

計8都市に委託し，主として各終末処理施設を対象とし

て，昭和37年7月より昭和38年3月にかけて調査研究

を行なった結果，浄化率の低下，生物に与える影響，酸

素移動，酸素吸収能，吸着除去能などの成績を総合検討

の結果，活性汚泥法による下水の処理機能に障害を与え

るABS量の恕限度としては，日間平均10　ppm以下．

最高値20ppm以下が望ましいと考えられる．

　したがって，わが国の現状では都市下水中に含有され

るABSは，恕限度のおおむね1／2の濃度を示してい

るが，住宅団地の小規模な処理施設の下水のABS濃度

はすでに恕限度を上廻る場合も見受けられる．

　これが措置，対策としては，現在までに下水の終末処

理場において，ABSに起因して大きな問題となってき

た発泡障害については，消泡ならびに飛泡防止設備の充

実，曝気槽混合液浮遊物濃度の増大化などによって，一

層この障害発生の予防措置を強化する必要がある．

　下水の生物学的処理に対するABSによる機能障害に

ついては，その予防対策としてABSを除去する方法は

現状において処理可能な範囲を越える技術的問題があ

り，ABSをLASに変換する方法は，　LASの製造方法，

原料需給その他経済的な問題をもっている．

4．生分解性測定法の基準および生分解性のある洗剤

　　（LAS）の分解率の規定

　2章で詳述したように，欧米の先進国と同様にABS

の公害問題は将来ますますわが国においても顕著になる

ことは必至であるから，早急にABSをLASに転i換す

る必要にせまられている．それ故に，どの基準をもって

LASとするかということが先決問題である．

　これについては，筆者を中心として検討が加えられ，

JIS　K3363（1967）「合成洗剤の生分解度試験方法」が制

定された．

　次に，バクテリアで分解性のある洗剤の分解率を何％

以上にすることが適当であるかの検討を行ない，本試験

法でノルマルパラフィンから造られたLASは平均90

％以上の分解率を示し，ABS　20％とLAS　80％とを

混合した試料では，分解率の平均値が80％となった．

また西独のヒュ・一一ルズ社の製品で造られたLAS試料で

は，その分解率の平均値が90％にならないので，同一

人同一場所でないときの実験誤差が±2％あることを考

慮して，暫定案として本邦においては本試験法で分解率
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は当面82％以上のものをバクテリアで生分解性のよい

洗剤と認めることを承認した．

5．問題の所在

　（1）前述のように，わが国における下水，河川中の

ABS濃度は近年，合成洗剤消費量の急増に伴い年ととも

に増大しており，とくに人口集中の激しい大都市および

その周辺においてこの傾向は著しい．

　ABS濃度の増大は第一に，下水処理場，河川におい

て多量の泡を生じ，また下水処理能力を減殺すること，

第二に上水中に混入して発泡し，美観上好ましからぬ影

響を与えることから，一定限度以下におさえる必要があ

るものである．

　（2）　現在わが国の各都市の下水中のABS濃度は，

おおむね日間平均5ppm前後，最高値で10　ppm前後

であり，また処理後の放流水では，おおむね日間平均2

ppm前後，最高値が4ppm前後である．

　また，大都市ならびにその周辺を流れる取水用の主要

河川について，河川水中のABS濃度を測定すると，昭

和40年度において極端な例外を除いておおむね0．3ppm

以下であり，上水道原水のABS濃度限界0．5ppmに

はまだかなりのへだたりがある．ただ，上の例外的河川

（多摩川，新湊川など）の特定流域では平均値の最高が約

2ppm，渇水期の最高値が約3ppmを示すものもある・

　（3）現状は，以上のとおりであるが，ABS濃度が

現在程度で止まる限りは，とくに劣悪な条件のものを除

けば，ABSによる下水処理などに対する障害はさした

るものではない．すなわち，下水処理場の処理能力は後

述するごとく，生下水のABS濃度が平均10　ppm以下

であれば機能は低下することはなく，それ以下の濃度で

も発生する泡は，機械的に消すことが可能であり，また

上水道原水についても一般的には上にみたとおり，若干

の余裕がある．

　しかしながら，今後5年間の需要予測から判断すれ

ば，合成洗剤の需要量は今後も急速に増加するものと考

えられ，もしこれがすべてABS洗剤であるものとすれ

ば，これによる下水処理能力の低下，河川水の汚濁は著

しくなるおそれがある．

6．　問題解決の基本的方向

　（1）従来からいわれているところによれば，下水処

理場における処理能力が低下しないABS濃度の限界は

10ppmである．この場合の処理場における分解の態様

は以下のとおりである．すなわち，沈殿槽において，約

20％のABSが沈殿し，さらに曝気槽において残りの

ABSの約50％が活性汚泥に吸着されて分解される，

そして上の10ppmという限界は活性汚泥中の生物が活

動しうる範囲のことであり，これを越えれば，その機能
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が低下する結果，ABSの分解はもとよりその他の下水

巾の有機物などの除去も困難となる．

　（2）現状においては最も劣悪な条件の下水で日間平

均8ppm前後．下水処理後の処理水の濃度が3ppm強

となっている．したがって仮に今後もABS洗剤だけが

増加するものとすれば，一部に許容限界を越えるものが

でてくるおそれがある．これを回避するためには，洗剤

消費量の増加を前提とすれば，下水処理施設の整備はも

とよりのことであるが，同時に生分解性の高い直鎖型ア

ルキルベンゼンスルホン酸塩（以下LASという）を基

材とした合成洗剤をはじめとする生分解性洗剤の使用比

率を高めることが必要である．

　（3）公害の観点から必要とされる生分解度を決定す

るにあたり，その判断の根拠となるのは，上にみたよう

な下水処理能力および処理水のABS濃度であろう．

　この場合，これらの指標はきわめて大まかな目安であ

るにすぎないことを考慮し，十分に安全圏を見込んで生

分解度を決定する必要がある．

　すなわち，洗剤消費量が急速に増加し，下水中の当該

成分の濃度が20ppmにまで達することがあるものとし，

その場合においても，下水処理能力に支障をきたさず，

また処理後の濃度は現状以下となる程度まで生分解度を

高めることが必要である．したがって，（1）においてみ

た下水処理場における分解の態様を考慮しながら，この

ような前提のもとで必要な生分解度を算定すれば，最低

80％とするのが適当となる．

　（4）また，全体として80％以上の分解度を確保す

るためには，個々の製品がすべて80％以上の生分解度

でなければならないことは必ずしもないが，個々の製品

が高分解性洗剤であると銘うつ際の基準としては，当面

80％以上とするのが適当であろう．先進諸国においても

ABS洗剤について種々の規制が行なわれているが，そ

の場合もおおむね生分解度80％以上を基準としている．

したがって．上の基準は国際的にみても一応遜色のない

ものであるが，なお一層公害の防止に万全を期するため

にわが国における最終目標は，85％以上とするのが適当

であろう．

　（5）　なお，ABS洗剤とLAS洗剤の生分解度につ

いて明確な基準が必要となるが，この基準として現在最

も権威あるものとされているJIS規格K3363－1967（合

成洗剤の生分解度試験方法）を採用することとする．

　（6）　このような生分解性の向上によって現在予想さ

れる洗剤による水質汚濁問題は好気性条件下ではおおむ

ね解決されると考えられるが，家庭排水の地下水への浸

透など嫌気性条件下における場合，また一部の極端に汚

濁した河川などの場合についてはなお問題が残るであろ

う．

　しかし，これはもはや合成洗剤の高分解性化によって
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図7　LASおよび関連合成洗剤の製造プPセス

は解決不可能であり，別途有効な対策がたてられなけれ

ばならない，

　　　　　　　　　　7．付　記

　おわりに，LASおよび関連合成洗剤の製造プロセス

を図示しておく．　　　　　　（1967年12月7日受理）
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